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あけましておめでとうございます。 

昨年 10 月より新納会計事務所で勤務させていただいており 

ます、市川 みどりと申します。 
私は勉強との両立のため前の会計事務所を退職し、このたび 

新納会計事務所でお世話になることになりました。経理の仕事 

に従事してからまだまだ日が浅く、所長や諸先輩方から日々学 

ぶことばかりではございますが、新たな知識や情報をキャッチ 

しながら楽しく勤務させていただいております。 

私は経理の勉強をはじめて、新しい視点ができたというか、 

世界が広がったと自分では実感しており、本当にこういう仕事をしてよかったな～と感じて

います。 

そしてもう一つ、私自身がやってみて世界が広がったな、と感じられるものにフラワーア

レンジメントがあります。友人が先生をしており気軽な気持ちではじめたのですが、これが

とてもおもしろいのです。花をふれることで気分転換できること、季節を感じることができ

ること、など私にとってよいことばかりだったので意外にも(最初は一年のつもりが・・)2

年、3 年と続いています。はじめてからお花屋さんの少し敷居の高い花だけでなく、近所を

歩いていてみかけるヒバの垣根を「これはクリスマスリースの材料に使えるな・・」とか「ほ

おずきを使ったアレンジっておもしろそう、やってみたいな」など色々周囲の草花に目がい

きだしました。こんなふうに草花を通して今まで気がつかなかったことがみえてくるとどん

どんおもしろくなってきて、人にお花をプレゼントするところまで少しずつ進歩してきまし

た。 

こんなふうに私の経理の世界も、みなさまのお役にたつべく、もっと進歩していくよう努

力していきたいと思っています。なにぶん未熟者ですのでみなさまにはご迷惑をおかけする

ことと思いますが、一日も早くみなさまのお役に立てるよう、所長、諸先輩方のご指導の下、

精進いたす所存でございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

   

 

はじめまして、私、１０月より新納会計事務所にてお世話にな 

っております、平松 和美と申します。 
私が、以前、働いていた会社は、全く異なった職種でしたが、 

大学時代より会計・経理の仕事に非常に興味があり、やはり会計 

の専門の世界で働きたいという気持ちから、ご縁あって、こちら 

の事務所にて働かせていただくことになりました。 

私も、この世界に入ったからには、やはり極めたいと思い、 

学校に通いながら、週３日（火・水・金）はこちらで働いており 

ます。５歳の子供（長男）もおり、主人と３人の家族で、毎日毎 

日がとても忙しいのですが、それ以上に充実した生活にとても満足しています。 

先日、私が、仕事から帰り、子供を保育園へ迎えに行ってから、慌しく夕飯を作っていま

すと、子供が「お味噌汁作る。わかめ…わかめ…」といいながら冷蔵庫からわかめを取り

出し、洗ったかと思うと、お味噌を菜箸で溶かしてくれました。急ぐあまりについイライ

ラしてしまう私ですが、そんな様子にホッとさせられます。子供の気持ちが、とても嬉し

くて、つい先日、子供用の包丁まで買ってしまいました。 

仕事は、まだまだ、慣れないことばかりですが、所長や諸先輩方のご指導のもと、頑張っ

て参りますのでよろしくお願いいたします。 

お知り合いに会計事務所をお探しの方がいらっしゃる時は、ぜひご紹介いただきますようお願いいたします 

 

ＰＲＯＧＲＥＳＳ（プログレス）とは「進歩」の意。皆様と共に進歩して行きたいという願いを込め発行します。 
 

 

所長  新納 賢二 

明けましておめでとうございます。 
皆様におかれましても、輝かしき新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 
さて、年々一年が経つのが早く感じられ、近年に至っては驚くほどの早さで一年が廻って来る。子供

の頃は、もっとゆっくりと一年を味わうことができたというのに。 
すでにドッグイヤーと言われてから久しい。確かに時代のスピードが速い。インターネットや携帯電

話の普及によるアナログからデジタルへの流れも益々加速され、瞬時に情報が世界を駆け巡る時代だ。 
しかし、時の流れの速さはそれだけではなく、感じ方・過ごし方にもよるのではないかと思う。子供

時代は、次から次へと新しい経験や知識を蓄積して行く過程だ。極端に言えば、毎日が新しい経験の始

まりだ。大人になれば、毎日は日常となり、仕事と家庭の大半に時間を費やす事になる。人はだんだん

と新鮮な気持ちを忘れ、新しいチャレンジにも、もう遅いとか年齢とかを理由にあきらめてしまう。 
学び、スポーツ、趣味、何でもやり始めてみるのはどうだろう。やらずに後悔するより、思い切って

一歩踏み出せればと思う。 
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中西慎一郎様(有限会社：きもの石くら) 

昨年 6月 25 日、北海道・サロマ湖にて、初挑戦の 100 キロマラソン

に参加されました。御家族全員の応援もあり、12 時間 46 分 41 秒の記

録でみごと完走されました。 

この日を、人生お宝の日とおっしゃっています。 

このような素晴らしい挑戦をみなさまにもぜひ共有していただきたく

思い、ご紹介させていただきました。 

  

 

①好 奇 心  

②探 究 心  

③チャレンジ精神 
 

大 切 なのは  

新しい事への一歩は、すべてが新鮮。 

新しい人とのつながりも増え人生が広がり豊かになる。 
こころ踊る感動を味わう事もできるに違いない。 
さあ、新しいことを始めよう！ 

 

～目次～ 1ページ：所長挨拶         3ページ：スタッフ新年の抱負 
2ページ：改正速報         4ページ：新しいスタッフ紹介 
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～～～税税税制制制改改改正正正速速速報報報～～～               
   

 平成１９年度税制改正大綱が昨年１２月に自民党税制調査会より発表されました。 

その中でも関心の高い改正事項を挙げてみました。 
 

11..  減減価価償償却却制制度度のの見見直直しし（（残残存存価価額額のの廃廃止止））  
Ｈ１９年４月１日以降に取得される減価償却資産について、残存価額が廃止されます。 

① 法定耐用年数経過時点で備忘価額（１円）まで償却が可能 

② 従来の定率法は定額法の 2.5 倍の率による償却（250％定率法の導入） 

なお、既存の資産については、償却可能限度額に達するまで通常通り減価償却を行い、残存価額を５年間で均等償

却することができます。 

 

22..  同同族族会会社社のの留留保保金金課課税税制制度度のの見見直直しし  
特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金１億円以下の法人が除外されました。 

 

33..  特特殊殊支支配配同同族族会会社社のの役役員員給給与与のの損損金金不不算算入入制制度度のの見見直直しし  
適用除外項目がＨ１９年度から一部改正されます。 

 

 

 

 

 
 

 

              
 

 

● 電子署名の省略ができるようになりました！  
 

税務手続の電子化促進措置として、平成１９年１月４日以後においては、税理士等が納税者の申告

データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信が可

能となります。これにより納税者の皆様に電子証明書を取得していただかなくてもよくなりました。 
 

● 与党の「平成１９年度税制改正大綱」で下記のことが決定されました！ 
 

１． 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設 
 

電子証明書を取得した個人が、平成１９年分又は平成２０年分の所得税の納税申告書の提出を、そ

の者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明証を付して各年の翌年３月１５日までに電子情報

処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から 5,000 円（そ

の年分の所得税の額を上限とする）を控除することが決まりました。 
 

２． 電子申告における第三者作成書類の添付省略 
 

所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、医療費の領収証などの第三者

作成書類の記載事項を入力して送信することにより、当該書類の添付等を省略することができること

が決定されました。 
 

基準所得金額 800 万円以下 

（課税所得＋オーナー給与） 

基準所得金額 1600 万円以下 

（課税所得＋オーナー給与） 

注目！ 

   

 

 
 

 

 
 

平松 和美 
あけまして おめでとうございます  

１．屋久島へ樹齢 7200 年とも言われる縄文杉を見

に行くこと。（2 回も行ったのに未だ見たことがな

いのです） 

２．子供と一緒にスポーツ(できればテニスができる

ようになるといいです)をしたいですね。 

３．そしてやっぱり税理士試験の科目合格です。 

まだまだ、未熟者ですが、頑張りますので本年もよ

ろしくお願いいたします。 

新納 賢二 
＜私の豊富な抱負、夢＞ 
１,仕事 

すべてのお客様の黒字化に貢献すること、そのために、 

① 経営助言能力をより一層高める学びに努力する 
② お客様とのコミュニケーションを深める 
③ 所員一人一人の能力開発、向上を目指す 
④ 笑顔が絶えない事務所作りをする 
 

２,遊び 

人生に新鮮な気持ちを持ち続けること、そのためには、 

① 気力・体力を維持し、日本百名山踏破に向かって
山歩きを継続する 

② ニュージーランド・カナダ・アラスカの大自然ト
レッキングを目指す 

③ 新しいことにチャレンジ 
たとえば…京都検定・四国遍路・四万十川のカヌ

ーetc 

新納 京子 
＜今年の私＞ 

 一年が怒涛のように過ぎて行きます。今年は、

真に自分がやるべき事、自分がしたい事をしっか

り見定めて、時間に振り回されない、スローライ

フの一年にしたいと思っています。 

いくつの感動に出会えるか楽しみです。人の気

持ちに想像力豊かに暮らしたいものです  

稲本 謙次 
 新年明けましておめでとうございます。 

私は今年こそ「明るい肉体改造計画～不摂生

改善への道～」に邁進します。また、仕事に

も遊びにも一生懸命頑張っていきたいと思っ

ていますので、本年もどうぞ宜しくお願い致

します。 

 

田尻 祥子 
あけましておめでとうございます 

昨年は、夫婦で山登りに目覚め、久しぶりに（20

年ぶりぐらい？）バッタやトンボの大群などを見て

感動したり、自然のすばらしさを再確認できた年で

した。 

そんな私の今年の目標は、ズバリ「熊野古道を歩

く！」ということです（一応、本だけはもう買いま

した！）。今年こそは、仕事とプライベートの両方

が充実出来る年にしたいと思っています。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。 

武宮 理恵 
新年明けましておめでとうございます 

年末に大掃除をしていると学生時に収集した切

手を発見、懐かしくて再開しようと、新年早々

郵便局に走りました。もうひとつ、以前より習

字をならいたかったので、今年こそ切手収集と

一緒に成果を見てみたいと思って申込みまし

た。本年もどうぞよろしくお願いいたします 

 

望月 龍一 
＜＜平成19年1月1日に望月龍一が思ったこと５つ＞＞ 

１．そろそろ暴飲・暴食から卒業しようかな～お腹

がちょっと出てきた 

２．もう3日坊主はやめたいな～何でも根気よくや

らないと。。。 

３．ぼちぼち嫁でも探そうかな～もう３１歳になる

ので・・・ 

４．やっぱり税理士試験に合格したい～長年の悲願

達成！！！ 

５．ほんまにこれ全部できるんかいな？？？ 

市川 みどり 
2007年の抱負は、①みなさまのお役に立てたと思える仕事を増やしていくこと。②後悔しないように勉

強に励むこと。③おせち料理を作ること。の三つです。③については毎年、実家の母や義母にレシピを聞く

ものの食べる専門で今日まで来てしまったので、レシピが揃った今年の年末は全て手作りしよう、と意気込

んでいます。といってもまだ一年近く先のことで、鬼に笑われる寸前です・・・が、私にとっては長年の野

望？でもありますので、新年ということで多めにみていただければ幸いです。 

ますは①の抱負を胸に、全力でがんばってまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 

 


